
（6）資本金別法人数に関する調

区　　分

計 計

資本金別 ① ② ③

  300万円未満 7 4 11 13 3 16 27

300万円以上　　 30 4 34 52 13 65 99

57 32 89 50 20 70 159

1,000万円超　　 92 58 150 42 16 58 208

5,000万円以上　 32 35 67 19 16 35 102

1 7 8 3 2 5 13

1億円超 6 22 28 1 2 3 31

0 0 0 0 0 0 0

10億円超 1 6 7 0 3 3 10

0 0 0 0 1 1 1

50億円超 0 2 2 0 1 1 3

0 3 3 0 0 0 3

226 173 399 180 77 257 656
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この調は、平成31年2月1日から令和2年1月31日までの間に事業年度が終了し、かつ、当該事業
年度までに申告納付期限の到来した普通法人（収入金額課税の法人を除く。）について確定申告
の段階で作成した。
上期または下期のいずれかに利益がある場合には利益法人とし、上期および下期ともに欠損の場
合には欠損法人とした。

なお、不申告法人か否かについても、上期または下期のいずれかに申告があれば不申告法人と
はせず、上期および下期ともに不申告である場合に不申告法人とした。

不申告法人について、上期または下期のいずれか、または上期および下期とも決定があったとき
は、不申告の欄に記載していない。

資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額による。

分割法人については、当該法人の主たる事務所又は事業所が県内に所在するものについて記載
した。



④ ⑤ ⑥

569 1,130 1,699 580 1,146 1,726 131 115 62 0

2,332 4,508 6,840 2,366 4,573 6,939 223 251 197 1

1,492 2,487 3,979 1,581 2,557 4,138 82 85 134 0

919 852 1,771 1,069 910 1,979 23 33 47 0

137 124 261 204 159 363 7 2 6 0

14 10 24 22 15 37 0 0 1 0

31 7 38 59 10 69 1 1 2 0

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

2 2 4 9 5 14 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 2 1 3 0 0 0 0

0 0 0 3 0 3 0 0 0 0

5,497 9,120 14,617 5,896 9,377 15,273 467 487 449 1
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